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株 式 会 社 関 門 海 

代表取締役社長 田 中   正 
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 資本提携の解消に関するお知らせ 

 

当社及びサッポロビール株式会社（以下、「サッポロビール」という。）の両社は、本日、資本

提携の解消について合意し、サッポロビールと当社取締役副社長波戸淳司との間で株式譲渡契約

を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、両社は引き続き業務提携関係にあり、商品提供において取引関係を継続しております。 

 

記 

 

 １．資本提携解消の内容等 

（1）資本提携解消の理由 

当社は平成19年12月に、再編・淘汰が続く外食業界において、当社の食材に関連する技術

開発力・食材調達力・店舗開発力等を活かし、サッポロビールとの協力関係のもと、販売促進

活動の活性化、飲食店舗の拡大、他企業との業務提携等を推進することで、両社の企業価値の

向上を実現することを目指し、資本業務提携を行いました。 

資本業務提携から現在に至るまで、両社間は継続して取引関係があり、今後、資本提携関係

が無くとも安定的な取引が可能であることから、資本提携関係に関して当初の目的を達成した

と両社で判断し、これを解消することといたしました。なお、資本提携解消後も業務面におき

ましては、今後も連携を継続してまいります。 

 

（2）サッポロビールが保有する当社の株式数及び発行済株式数に対する割合 

5,102株（5.31％） 

 



（3）資本提携解消の方法 

サッポロビールは、同社が保有する当社株式全部（5,102株）を、弊社取締役副社長である

波戸淳司へ譲渡いたします。本譲渡は相対取引によって行うものであり、取引所金融商品市場

における価格形成に影響を与えるものではありません。 

なお、波戸淳司の当社株式取得に関する金融商品取引法第167条第４項に規定する開示内容

は、別紙のとおりであります。 

 

２．提携会社の概要 

（1）商号  サッポロビール株式会社 

（2）本店所在地  東京都渋谷区恵比寿四丁目20番１号 

（3）代表者     代表取締役社長 寺坂 史明 

（4）主な事業の内容 ビール・発泡酒・その他の酒類の製造・販売、輸入ビール・ワ

イン・洋酒の販売他 

（5）資本金  10,000百万円 

（6）設立年月日     平成15年７月１日 

（7）大株主及び持株比率 サッポロホールディングス株式会社 100％ 

資本関係 当該会社は当社株式 5,102株（議決権比率

5.48％）を保有しております。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 商品の売買 

（8）上場会社と当該会社と

の関係等 

関連当事者への

該当状況 

該当事項はありません。 

 

３．資本提携解消の日程 

平成24年８月24日 株式譲渡契約締結 

平成24年８月27日 株式譲渡日 

  

４．今後の見通し 

  本資本提携の解消による当社の連結業績に与える影響はございません。 

  なお、株式譲渡先である当社取締役副社長波戸淳司は、当該株式を安定株主として長期的に

保有する方針であります。 

 

以 上 



別 紙 

 

平成24年８月24日 

各 位 

氏   名   波戸 淳司               

問い合わせ先 株式会社関門海 

経営支援部シニアマネージャー 田渕  広宣 

電 話 番 号 06-6578-0029（代表） 

 

株券の買付け決定に関するお知らせ 

 

本日、株式会社関門海の役員である波戸淳司は下記のとおり、同社の既存の株主より同社株

券の買付けを行うことを決定いたしましたのでお知らせ申し上げます。 

 

記 

 

１．対象銘柄     株式会社関門海（3372）普通株式 

２．数    量     5,102株（予定）、議決権の5.48％ 

３．買付け日     平成24年８月27日寄付き前（予定） 

４．買付けの内容 

 保有する議決権の数 総株主の議決権の数に 

対する割合 

大株主順位 

買付前 0個（   0株）    0％ － 

買付後 5,102個（5,102株） 5.48％ 第４位 

＊議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 3,020株 

平成24年８月24日現在の発行済株式総数 96,090株 

 

5．備    考 

株式会社関門海の役員である波戸淳司は、同社の既存株主から計5,102株を相対取引によ

り買付けを行うことで合意し、翌営業日である８月27日の寄付き前に証券会社に売買の媒

介を依頼する予定です。よって、本件取引は、取引所金融商品市場における価格形成に影響

を与えるものではありません。 

金融商品取引法第167条第4項に拠り、お知らせするものです。 

 

以 上 

 


